
養
老
町
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
制
度
実
施
要
綱

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
養
老
町
消
防
団
に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
る
事
業
所
又
は
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
て
、
消
防
団
協
力

事
業
所
表
示
証
を
交
付
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
、
も
っ
て
地
域
の
消
防
防
災
力
の
充
実
強
化
等
の
一
層
の

推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

事
業
所
等

事
業
所
又
は
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。

二

表
示
証

消
防
団
活
動
に
協
力
す
る
証
と
し
て
、
町
長
が
交
付
す
る
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
証
を
い
う
。

三

協
力
事
業
所

町
長
が
消
防
団
活
動
に
協
力
し
て
い
る
事
業
所
等
と
し
て
認
め
、
表
示
証
を
交
付
し
た
事
業
所
等
を
い

う
。

四

機
能
別
消
防
分
団

消
防
庁
通
知
（
平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日
付
消
防
消
第
十
八
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
の
活
動
・

役
割
及
び
大
規
模
災
害
等
に
参
加
す
る
分
団
を
い
う
。

五

消
防
団
長
等

消
防
団
長
の
ほ
か
、
区
長
等
の
消
防
団
活
動
を
支
援
す
る
者
を
い
う
。



（
表
示
証
の
交
付
申
請
及
び
推
薦
）

第
三
条

協
力
事
業
所
と
し
て
認
定
及
び
表
示
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
等
は
、
町
長
に
対
し
、
養
老
町
消
防
団

協
力
事
業
所
表
示
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

消
防
団
長
等
は
、
表
示
証
を
交
付
す
る
事
業
所
等
に
つ
い
て
町
長
に
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
基
準
）

第
四
条

町
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
申
請
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

と
き
は
、
協
力
事
業
所
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

従
業
員
が
消
防
団
員
と
し
て
、
相
当
数
入
団
し
て
い
る
事
業
所
等

二

従
業
員
の
消
防
団
活
動
に
つ
い
て
積
極
的
に
配
慮
し
て
い
る
事
業
所
等

三

災
害
時
等
に
事
業
所
の
資
機
材
等
を
消
防
団
に
提
供
す
る
な
ど
の
協
力
を
し
て
い
る
事
業
所
等

四

従
業
員
に
よ
る
機
能
別
消
防
分
団
を
設
置
し
て
い
る
事
業
所
等

五

そ
の
他
消
防
団
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
消
防
防
災
体
制
の
充
実
強
化
に
寄
与
し
て
い
る
な
ど
、
町
長

が
特
に
優
良
と
認
め
る
事
業
所
等

（
審
査
）

第
五
条

町
長
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
前
条
の
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
も



の
と
す
る
。

一

申
請
又
は
推
薦
が
あ
っ
た
場
合

二

町
長
が
消
防
団
活
動
に
協
力
し
て
い
る
事
業
所
等
で
あ
る
と
特
に
認
め
た
場
合

（
表
示
証
の
交
付
）

第
六
条

町
長
は
、
審
査
の
結
果
、
協
力
事
業
所
の
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
所
等
（
消
防
関
係
法
令
に
違
反
し
て

い
る
事
業
所
は
除
く
。
）
に
表
示
証
（
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

協
力
事
業
所
と
し
て
認
定
し
た
事
業
所
等
が
他
の
市
町
村
に
あ
る
場
合
は
、
協
議
の
上
、
他
の
市
町
村
長
と
連
名
で
、
表

示
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
表
示
証
の
表
示
）

第
七
条

協
力
事
業
所
は
、
表
示
証
を
交
付
し
た
市
町
村
等
名
、
交
付
さ
れ
た
年
月
等
を
付
し
て
、
表
示
証
を
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

協
力
事
業
所
と
し
て
認
定
し
た
事
業
所
等
が
他
の
市
町
村
に
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
表
示
の
他
に
、
当
該
事
業
所
が
所
在

す
る
市
町
村
等
の
名
称
も
併
せ
て
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

表
示
証
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
等
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

表
示
証
を
交
付
さ
れ
た
事
業
所
等
の
見
え
や
す
い
場
所



二

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ
シ
、
ポ
ス
タ
ー
、
看
板
、
電
磁
方
式
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ

っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
映
像
そ
の
他
の
広
告

４

表
示
で
き
る
表
示
証
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
前
条
に
掲
げ
る
様
式
第
二
号
の
ほ
か
、
様
式
第
二
号
の
寸
法
を
同
率
に
拡
大

又
は
縮
小
し
た
も
の
と
す
る
。

（
表
示
証
交
付
整
理
簿
の
備
え
付
け
）

第
八
条

町
長
は
、
表
示
証
の
交
付
に
際
し
て
、
養
老
町
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
証
交
付
整
理
簿
（
様
式
第
三
号
）
を
備
え

付
け
、
表
示
証
の
交
付
に
関
す
る
事
業
所
等
の
名
称
、
住
所
、
有
効
期
間
等
の
必
要
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
表
示
の
有
効
期
間
）

第
九
条

表
示
証
の
表
示
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
認
定
の
日
か
ら
二
年
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
力
事
業
所
が
総
務
省
消
防
庁
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
証
（
以
下
「
総
務
省
消
防
庁
表
示
証

」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
場
合
は
、
表
示
証
の
表
示
の
有
効
期
間
は
、
総
務
省
消
防
庁
表
示
証
の
交
付
を
受
け
た
日

か
ら
二
年
間
と
す
る
。

２

表
示
証
の
表
示
の
効
力
が
失
効
し
た
事
業
所
等
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
に
規
定
す
る
表
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

町
長
は
、
認
定
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
前
に
協
力
事
項
の
現
状
及
び
表
示
の
継
続
の
意
思
を
確
認
し
た
上
で
、
認
定

を
更
新
で
き
る
も
の
と
す
る
。



（
認
定
の
取
消
し
）

第
十
条

町
長
は
、
協
力
事
業
所
が
事
業
を
廃
止
又
は
休
止
し
た
と
き
、
第
四
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
な

っ
た
と
き
、
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
表
示
証
の
認
定
を
受
け
た
と
き
、
又
は
そ
の
他
協
力
事
業
所
と
し
て
表
示
が

適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
町
長
は
、
相
手
方
に
対

し
、
当
該
認
定
の
取
消
し
の
理
由
を
文
書
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
力
事
業
所
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
事
業
所
等
は
、
速
や
か
に
表
示
証
を
町
長
へ
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
協
力
事
業
所
の
公
表
）

第
十
一
条

町
長
は
、
協
力
事
業
所
の
名
称
、
養
老
町
消
防
団
へ
の
協
力
内
容
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
広
報
紙
等
に
よ

り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
事
業
所
の
表
彰
）

第
十
二
条

町
長
は
、
協
力
事
業
所
を
養
老
町
表
彰
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
養
老
町
規
則
第
三
号
）
に
基
づ
き
表
彰
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
所
掌
）

第
十
三
条

こ
の
要
綱
に
関
す
る
事
務
は
、
養
老
町
消
防
本
部
消
防
総
務
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
。



（
そ
の
他
）

第
十
四
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


